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日本におけるカリキュラムの過去と現在、そして今後の課題 

―西岡加名恵氏へのインタビュー― 
 

Jaciara de Sá Carvalho（著） 

小栁亜季・西岡加名恵（訳） 

 

本稿は、ブラジルの研究者 Jaciara de Sá Carvalho 教授（Universidade Estácio de Sá: PPGE）による西岡へのイン

タビューに基づく次の論文の全訳である（Jaciara de Sá Carvalho “Past, Present and Curriculum Challenges in Japan: an 

interview with Kanae Nishioka, Ph.D.”in Currículo sem Fronteiras, v. 20, n. 2, pp. 603-613, maio/ago. 2020（ISSN 

1645-1384 (online) www.curriculosemfronteiras.org 603, http://dx.doi.org/10.35786/1645-1384.v20.n2.12）。興味深い対話

の機会をくださった Carvalho 教授に心より感謝したい。                   （西岡加名恵） 

 

要旨 
本稿は、京都大学大学院教育学研究科の教授である西岡加名恵（Ph.D.）氏へのインタビューを示すものである。

氏は、日本教育方法学会・日本カリキュラム学会の理事の一人でもある。この対話において、西岡氏は日本にお

けるカリキュラムの歴史を端的に紹介し、その編成について説明し、カリキュラムの中央集権化と教師の自律性

（autonomy）について論じている。氏は、日本の学校では大量のデジタル技術が備えられており、教師たちが授

業で用いているという幻想を取り除く。最後に、氏は、［日本の教育は］貧困の増加や教師の高齢化といった課題

に直面していることを示している。インタビューは 2019 年 7 月に行われた。いくつかの回答は、1 年後に E メー

ルで、インタビュー記録の承認をとる際に得られたものである。これらの最後の検討において、新型コロナウィ

ルス感染症（COVID-19）のパンデミックに関連した方策や懸念も加えられた。 

 

キーワード：カリキュラム、教育、日本、COVID-19 

 

０．はじめに 
近年ブラジルでは、基礎教育における重要なカリキ

ュラムの変更（curricular modification）に苦しめられて

いる。2017 年にテメル政権の教育省によって高校改革

が実施され（Brazil, 2017）、これに伴って、国家教育基

本法（National Education Guidelines and Framework Law: 

LDB） （Brazil, 1996）(1)の抜本的な改訂が進められた。

翌年、同政権下で、全国共通カリキュラム・ベース（The 

National Common Curricular Base: BNCC）(2)が承認され

た。全国共通カリキュラム・ベースは国家教育基本法

に基づいたものであるが、この承認の目的については、

カリキュラムを専門とする研究者や、全国教育学大学

院・研究協会（National Association of Post-Graduate 

Studies and Research in Education:  ANPEd）、ブラジ

ル・カリキュラム協会（Brazillian Curriculum Association:  

ABdC）（ANPEd; ABdC, 2018; ANPEd, 2020）などの団

体から厳しい批判を受けている。Macedo（2019, p. 45）

によると、「ブラジルでは常にある程度のカリキュラム

の中央集権化が行われてきたが、全国の学校教育の各

学年・各教科で何が教えられるべきかという定義に至

ることはなかった」という。 

新しいガイドラインは、全国の研究者や教師の間で

激しい議論と研究を巻き起こしている。学校の教師た

ちは、新しいガイドラインをある程度、無視すること
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ができるにもかかわらず、自分たちで新しいガイドラ

インを取り入れて、枠組みを変えてきた。全国共通カ

リキュラム・ベースの実施に向けた動きは遅々とした

ものであり、現職のボルソナーロ政権の優先事項では

ないようである。 

ブラジルと同様に、教育ガイドライン（educational 

guidelines）の実施をめぐる論争は、他の国でも生じて

いる。論争的な問いの一つは、「カリキュラム」の中心

性と、学校の教師が児童・生徒のニーズや地域の状況

に応じた教育や実践についての構想を生み出す自由と

の間の対立である。 

他国の実情を知ることは、ブラジルの教育的背景や、

ブラジルの教育が直面している課題を振り返るのに役

立つ。この目的のために、筆者は 2019 年に京都大学を

訪問した際に、日本のカリキュラムの専門家である西

岡加名恵氏にインタビューを行った。京都大学は、日

本では伝統ある東京大学に次ぐ 2番目の名門大学であ

りながら、実験や創造性の面では 1番目に位置づけら

れている。 

西岡加名恵氏は京都大学大学院教育学研究科教授

である。氏は英国バーミンガム大学で Ph.D.（教育学）

を取得している。氏は、カリキュラムと指導、学力評

価・教育評価についての研究を専門にしている。研究

上の主たる問いは、すべての子どもたちに優れた学力

を保障するカリキュラムをどのように開発するかとい

うことである。西岡氏の最近の研究は、パフォーマン

ス評価の実施に焦点を合わせている。氏は教師や学校

との共同研究や開発プロジェクトをいくつか実施し、

その成果を多くの書籍、論文、記事として出版してい

る。京都大学では、学士課程、修士課程、博士後期課

程の学生を指導しているほか、京都大学の教員養成の

科目も担当している。 

氏は現在、日本教育方法学会、日本カリキュラム学

会、教育目標・評価学会の理事を務めている。また、

現在、文部科学省の「スーパーサイエンスハイスクー

ル（SSH）支援事業の今後の方向性等に関する有識者

会議」の委員でもある。過去には「多様な学習成果の

評価手法に関する調査研究」の評価・推進委員会委員

も務めていた。 

著書に『日本におけるカリキュラム、指導と評価

（Curriculum, Instruction and Assessment in Japan）』

（2016 年）がある。この著書は、田中耕治氏、石井英

真氏との共著で、Routledge社から出版されている。こ

の著書では、日本における教育政策、カリキュラム研

究とその実践、教室での指導、評価の歴史と現状を概

観することができる。例えば冒頭のページでは、日本

の学校制度の基本的な枠組みが示されており、その一

部を［日本の教育の］背景情報としてここに転載する

（Nishioka, 2016, pp.11-12）1。 

 

日本の学校は 6-3-3 制を採用している。つまり、小

学校 6 年（6歳から 12歳まで）、中学校 3 年（12歳か

ら 15歳まで）、高等学校 3 年で構成されている。小学

校と中学校は義務教育の一部であり［全ての子どもた

ちが通うが］、高校への進学率も 98％に達している。

[....] 学校は、国立大学附属学校、公立学校、私立学校

に分けられる。国立大学附属学校は国立大学と提携し

ている。多くの学校は、都道府県や市区町村が設置し

ている公立学校である。しかし、特に都市部には、か

なりの数の私立学校がある。日本の中学校は、国立 73

校、公立 9,707 校、私立 777 校で構成されている（文

部科学省、2014 年）。 

 

以下のインタビューで、西岡氏は日本のカリキュラ

ムの歴史からその編成を説明し、カリキュラムの中央

集権化や教師の自律性について論じている。また、日

本の学校ではデジタル技術が多用されており、教師が

授業でデジタル技術を活用しているという幻想を取り

除いている。最後に、貧困の拡大や教員の高齢化など、

［日本の教育が］直面する課題を提示している。この

インタビューは 2019 年 7 月に行われたもので、一部の

回答は、1 年後に西岡氏がインタビュー記録を了承し

た際に、E メールで補足されたものである。最終確認

の作業の中で、COVID-19 の流行に関連した方策や懸

念事項についての情報もいくつか付け加えられた。 

 

１．インタビュー 
1) 最初にお尋ねすべきは、次の質問かと思います。西

岡先生はどのような概念でカリキュラムを捉え、どの

ような論者を参照していますか？ 第二に、日本の公

共政策の話をするにあたって、今回のインタビューに

おけるカリキュラム（curriculum）の意味とは何だと

 
 

言えるでしょうか？ 

 

日本における教育政策は、米国の影響を強く受けて

きました。第二次世界大戦前の日本では、curriculum

に言及するための用語として「教科課程」という用語

が用いられてきたのに対し、戦後は教科外活動もカリ

キュラムの中に含まれるという考え方が導入され、

curriculum の訳語として「教育課程」（「教育の計画」）

という用語が採用されました。1980 年代には「隠れた

カリキュラム」という概念が注目され、また 1998 年改

訂学習指導要領で「総合的な学習の時間」が導入され

ると、カリキュラムを「学びの履歴」として捉える考

え方が広がりました。 

日本の研究者たちは、各国の論者に注目しつつ研究

を進めています。たとえばデューイ（John Dewey）、タ

イラー（Ralph Tyler）、ブルーナー（Jerome Bruner）、

ブルーム（Benjamin Bloom）、アップル（Michael Apple）、

イリイチ（Ivan Illich）、そしてもちろん、フレイレ（Paulo 

Freire）といった論者の本は、翻訳もされています。 

 私自身は、カリキュラムを、「学習の計画と実践」と

して捉えています。私は、ウィギンズ（Grant Wiggins）

とマクタイ（Jay McTighe）の著作『理解をもたらすカ

リキュラム設計（Understanding by Design、2nd Ed.，

ASCD）』［日本標準、2012 年］を日本語に訳しました。

その本の中で彼らはカリキュラムを「求められている

結果――つまり……内容スタンダードとパフォーマン

ス・スタンダード――から導き出された学習のための

特定の青写真」［翻訳書、p.7］と定義しています。私

のカリキュラムの定義は彼らの考え方に影響を受けて

います。 

実際には、①学校として意図的に計画した教育課程、

②教師たちが実際に行う実践、③実際に子どもたちに

達成された学習、という３つの次元でカリキュラムを

捉え、③の評価に基づいて①と②の改善を図ることが

重要だと言えるでしょう。 

 

2) 日本のカリキュラム編成について教えてください。

例えば、どのような文書が指導・学習の指針となって

いるのか、そしてその文書の特徴や目的はどのような

ものでしょうか？ 

 

 まず、教育基本法において教育の目的や理念、学校

教育法において一般的な教育目標が定められています。

さらに学校教育法施行規則において、学校において教

えられる教科や授業時数が定められています。 

文部科学省が告示している文書として、学習指導要

領があります。これは、諸外国でいうところのナショ

ナル・カリキュラムです。学習指導要領には法的な拘

束力があり、各学校におけるカリキュラム編成や教科

書検定の基準として用いられています。学習指導要領

においては、各学校のカリキュラム編成にあたっての

基本的な考え方や留意点が示されているほか、各学

年・各教科について目標や内容が定められています。 

 実際の学校現場では、学習指導要領以上に、教科書、

教科書会社や教育委員会等が作成する参考資料などに

基づいて年間指導計画や単元指導案が作られるのが現

状だと思います。 

 

3) 西岡先生が同僚の先生方と一緒に書かれた本を正

しく理解できていれば、日本では学校の中での教師の

自律性が大きい時代があったものの、今の日本のカリ

キュラムは中央集権的なものになっているとのことで

す。学習指導要領は教師への制約が非常に厳しいので

しょうか？ 教師はどのような自律性を持っているの

でしょうか？ 

 

それは本当に、教師の自律性をどのように捉えるか

によります。第二次世界大戦以後、米国は 1952 年まで

日本を占領し、日本に新しい教育制度をもたらしまし

た。最初の学習指導要領は 1947 年に作られ、1951 年

に改訂されましたが、それらは「試案」であり法的な

拘束力はありませんでした。当時は、各学校が自由に

カリキュラム（「教育課程」）を作ることが推進されま

した。1950 年に朝鮮戦争が始まり、その後、冷戦期に

入ると、日本に対する米国の政策も転換しました。1955

年に社会科の学習指導要領が改訂され、愛国心が強調

されるようになりました。1958 年改訂学習指導要領か

らは「告示」されるようになりました。日本の政府は

1980 年代まではカリキュラムへの統制を強めていき

ました。その後、1980 年代から近年までは、政府は新

自由主義的な方針を取っています。1989 年改訂学習指

導要領では個性重視がうたわれるようになり、1998 年
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ができるにもかかわらず、自分たちで新しいガイドラ

インを取り入れて、枠組みを変えてきた。全国共通カ

リキュラム・ベースの実施に向けた動きは遅々とした

ものであり、現職のボルソナーロ政権の優先事項では

ないようである。 

ブラジルと同様に、教育ガイドライン（educational 

guidelines）の実施をめぐる論争は、他の国でも生じて

いる。論争的な問いの一つは、「カリキュラム」の中心

性と、学校の教師が児童・生徒のニーズや地域の状況

に応じた教育や実践についての構想を生み出す自由と

の間の対立である。 

他国の実情を知ることは、ブラジルの教育的背景や、

ブラジルの教育が直面している課題を振り返るのに役

立つ。この目的のために、筆者は 2019 年に京都大学を

訪問した際に、日本のカリキュラムの専門家である西

岡加名恵氏にインタビューを行った。京都大学は、日

本では伝統ある東京大学に次ぐ 2番目の名門大学であ

りながら、実験や創造性の面では 1番目に位置づけら

れている。 

西岡加名恵氏は京都大学大学院教育学研究科教授

である。氏は英国バーミンガム大学で Ph.D.（教育学）

を取得している。氏は、カリキュラムと指導、学力評

価・教育評価についての研究を専門にしている。研究

上の主たる問いは、すべての子どもたちに優れた学力

を保障するカリキュラムをどのように開発するかとい

うことである。西岡氏の最近の研究は、パフォーマン

ス評価の実施に焦点を合わせている。氏は教師や学校

との共同研究や開発プロジェクトをいくつか実施し、

その成果を多くの書籍、論文、記事として出版してい

る。京都大学では、学士課程、修士課程、博士後期課

程の学生を指導しているほか、京都大学の教員養成の

科目も担当している。 

氏は現在、日本教育方法学会、日本カリキュラム学

会、教育目標・評価学会の理事を務めている。また、

現在、文部科学省の「スーパーサイエンスハイスクー

ル（SSH）支援事業の今後の方向性等に関する有識者

会議」の委員でもある。過去には「多様な学習成果の

評価手法に関する調査研究」の評価・推進委員会委員

も務めていた。 

著書に『日本におけるカリキュラム、指導と評価

（Curriculum, Instruction and Assessment in Japan）』

（2016 年）がある。この著書は、田中耕治氏、石井英

真氏との共著で、Routledge社から出版されている。こ

の著書では、日本における教育政策、カリキュラム研

究とその実践、教室での指導、評価の歴史と現状を概

観することができる。例えば冒頭のページでは、日本

の学校制度の基本的な枠組みが示されており、その一

部を［日本の教育の］背景情報としてここに転載する

（Nishioka, 2016, pp.11-12）1。 

 

日本の学校は 6-3-3 制を採用している。つまり、小

学校 6 年（6歳から 12歳まで）、中学校 3 年（12歳か

ら 15歳まで）、高等学校 3 年で構成されている。小学

校と中学校は義務教育の一部であり［全ての子どもた

ちが通うが］、高校への進学率も 98％に達している。

[....] 学校は、国立大学附属学校、公立学校、私立学校

に分けられる。国立大学附属学校は国立大学と提携し

ている。多くの学校は、都道府県や市区町村が設置し

ている公立学校である。しかし、特に都市部には、か

なりの数の私立学校がある。日本の中学校は、国立 73

校、公立 9,707 校、私立 777 校で構成されている（文

部科学省、2014 年）。 

 

以下のインタビューで、西岡氏は日本のカリキュラ

ムの歴史からその編成を説明し、カリキュラムの中央

集権化や教師の自律性について論じている。また、日

本の学校ではデジタル技術が多用されており、教師が

授業でデジタル技術を活用しているという幻想を取り

除いている。最後に、貧困の拡大や教員の高齢化など、

［日本の教育が］直面する課題を提示している。この

インタビューは 2019 年 7 月に行われたもので、一部の

回答は、1 年後に西岡氏がインタビュー記録を了承し

た際に、E メールで補足されたものである。最終確認

の作業の中で、COVID-19 の流行に関連した方策や懸

念事項についての情報もいくつか付け加えられた。 

 

１．インタビュー 
1) 最初にお尋ねすべきは、次の質問かと思います。西

岡先生はどのような概念でカリキュラムを捉え、どの

ような論者を参照していますか？ 第二に、日本の公

共政策の話をするにあたって、今回のインタビューに

おけるカリキュラム（curriculum）の意味とは何だと

 
 

言えるでしょうか？ 

 

日本における教育政策は、米国の影響を強く受けて

きました。第二次世界大戦前の日本では、curriculum

に言及するための用語として「教科課程」という用語

が用いられてきたのに対し、戦後は教科外活動もカリ

キュラムの中に含まれるという考え方が導入され、

curriculum の訳語として「教育課程」（「教育の計画」）

という用語が採用されました。1980 年代には「隠れた

カリキュラム」という概念が注目され、また 1998 年改

訂学習指導要領で「総合的な学習の時間」が導入され

ると、カリキュラムを「学びの履歴」として捉える考

え方が広がりました。 

日本の研究者たちは、各国の論者に注目しつつ研究

を進めています。たとえばデューイ（John Dewey）、タ

イラー（Ralph Tyler）、ブルーナー（Jerome Bruner）、

ブルーム（Benjamin Bloom）、アップル（Michael Apple）、

イリイチ（Ivan Illich）、そしてもちろん、フレイレ（Paulo 

Freire）といった論者の本は、翻訳もされています。 

 私自身は、カリキュラムを、「学習の計画と実践」と

して捉えています。私は、ウィギンズ（Grant Wiggins）

とマクタイ（Jay McTighe）の著作『理解をもたらすカ

リキュラム設計（Understanding by Design、2nd Ed.，

ASCD）』［日本標準、2012 年］を日本語に訳しました。

その本の中で彼らはカリキュラムを「求められている

結果――つまり……内容スタンダードとパフォーマン

ス・スタンダード――から導き出された学習のための

特定の青写真」［翻訳書、p.7］と定義しています。私

のカリキュラムの定義は彼らの考え方に影響を受けて

います。 

実際には、①学校として意図的に計画した教育課程、

②教師たちが実際に行う実践、③実際に子どもたちに

達成された学習、という３つの次元でカリキュラムを

捉え、③の評価に基づいて①と②の改善を図ることが

重要だと言えるでしょう。 

 

2) 日本のカリキュラム編成について教えてください。

例えば、どのような文書が指導・学習の指針となって

いるのか、そしてその文書の特徴や目的はどのような

ものでしょうか？ 

 

 まず、教育基本法において教育の目的や理念、学校

教育法において一般的な教育目標が定められています。

さらに学校教育法施行規則において、学校において教

えられる教科や授業時数が定められています。 

文部科学省が告示している文書として、学習指導要

領があります。これは、諸外国でいうところのナショ

ナル・カリキュラムです。学習指導要領には法的な拘

束力があり、各学校におけるカリキュラム編成や教科

書検定の基準として用いられています。学習指導要領

においては、各学校のカリキュラム編成にあたっての

基本的な考え方や留意点が示されているほか、各学

年・各教科について目標や内容が定められています。 

 実際の学校現場では、学習指導要領以上に、教科書、

教科書会社や教育委員会等が作成する参考資料などに

基づいて年間指導計画や単元指導案が作られるのが現

状だと思います。 

 

3) 西岡先生が同僚の先生方と一緒に書かれた本を正

しく理解できていれば、日本では学校の中での教師の

自律性が大きい時代があったものの、今の日本のカリ

キュラムは中央集権的なものになっているとのことで

す。学習指導要領は教師への制約が非常に厳しいので

しょうか？ 教師はどのような自律性を持っているの

でしょうか？ 

 

それは本当に、教師の自律性をどのように捉えるか

によります。第二次世界大戦以後、米国は 1952 年まで

日本を占領し、日本に新しい教育制度をもたらしまし

た。最初の学習指導要領は 1947 年に作られ、1951 年

に改訂されましたが、それらは「試案」であり法的な

拘束力はありませんでした。当時は、各学校が自由に

カリキュラム（「教育課程」）を作ることが推進されま

した。1950 年に朝鮮戦争が始まり、その後、冷戦期に

入ると、日本に対する米国の政策も転換しました。1955

年に社会科の学習指導要領が改訂され、愛国心が強調

されるようになりました。1958 年改訂学習指導要領か

らは「告示」されるようになりました。日本の政府は

1980 年代まではカリキュラムへの統制を強めていき

ました。その後、1980 年代から近年までは、政府は新

自由主義的な方針を取っています。1989 年改訂学習指

導要領では個性重視がうたわれるようになり、1998 年
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改訂学習指導要領では各学校の創意工夫を活かした特

色ある教育が推奨されるようになりました。ただし、

2007 年には全国学力・学習状況調査が導入され、教育

の成果について国が点検する仕組みはむしろ強化され

ています。これが日本の政策の状況です。 

そうは言っても、日本の教師は、かなり自分たちで

指導案を開発することができていると思います。学習

指導要領に基づいた教科書を使う必要はありますが、

自分たち自身の授業づくりしようとする姿勢は非常に

強いです。教師たちは、自分たちの児童・生徒を教え

るためにどのような教材を使うか、授業の中でどのよ

うな発問をするのかということを考えることでしょう。

また時には、教師同士で議論をし、よりよい考えを得

ることができる研究グループを組織することもあるで

しょう。 

 

4) これらのグループについて詳しく教えてください。

どのように機能しているのでしょうか？ これらのグ

ループには大学の研究者が参加しているのでしょうか、

もしくは、教師の間でのみ行われるのでしょうか？ 

教師には金銭的な支援や昇進などのインセンティブは

あるのでしょうか？ また、西岡先生の考えでは、こ

れらの動きは一定の人々だけが関与しているものでし

ょうか、それとも多くの人々が関与しているものでし

ょうか？ 

 

日本には教員研修を受ける機会が複数あります。教

員研修に参加することは教員の職務の一部でもありま

すが、勤務時間外に自主的に研修や研究会に参加する

教師たちもいます。そういった研修や研究会で教師た

ちは新しい考え方を学んだり、お互いの実践を交流し

たりしています。 

教員研修の中には国レベルで教職員支援機構が実

施するものもあれば、教育委員会や大学が提供するも

のもあります。大半の学校では、何らかの校内研修が

行われていると思います。熱心な学校であれば、教師

たちは共同研究に取り組み、自分たちの考えや授業を

他校の教員にも発信し、他校の教師たちと議論するた

めの研究発表会を開催します。学校が文部科学省や教

育委員会の研究指定校となり、ある程度の予算が付く

場合もあります。教育委員会が実施する研修や校内研

修に、大学の研究者が講師や指導・助言者として招か

れることもあります。 

さらに、自主的に研究会に参加する教師たちが組織

している民間教育研究団体もあります。そういった団

体では、教師と大学研究者が議論をし、独自の雑誌を

刊行したりしています。ただし、近年では教師が多忙

化している影響もあり、民間教育研究団体への参加は

減っています。 

 

5) 2018 年までは、ブラジルの教師には国家教育基本法

（LDB） しかありませんでした。教師は自分の環境

に合うものを取り入れる自由がありました。ブラジル

は非常に広いので、サンパウロで教えることと、北部

の小さな町の一つで教えることと同じようにはいかな

いのです。今ブラジルには、全国共通カリキュラム・

ベース（BNCC）があります。全国共通カリキュラム・

ベースは、他の問題に加えて、文化的な差異を尊重し

ていないという理由で、一部の研究者から批判されて

います。 

 

日本でも同様の課題に直面しています。近年、日本

社会の中での経済的な格差がより拡大しています。多

くの子どもたちが貧困に苦しめられています。子ども

の福祉の問題は、特に新自由主義に基づいた経済政策

の影響で、今の日本の大きな問題の一つです。例えば、

ひとり親の人たちは深刻な貧困に陥っている危険性も

あり、子どもにきちんと栄養を与えようとする NPO

の事業もあります。日本では、他地域よりも深刻な貧

困問題を抱える地域があります。裕福な家庭が多い地

域の子どもたちなら、学校が終わった後、ピアノや水

泳を習ったり、塾に行って勉強したりしています。一

方、貧しい家庭が多い地域の子どもたちは親が働くの

に忙しくて家にいなかったり、高校生なら生活費を稼

ぐためのアルバイトに追われていたりします。貧困地

域で働いている学校の教師たちは大変な苦労をされて

います。 

 

6) だからこそ、自律性についてもっと知りたいのです。

教師は全く同じ教材を教えて、全員に同じテストをし

ないといけないのでしょうか？ 

 

 
 

どの学校も国が認めた教科書を用いることが必要

です。出版社が少なく、教科書の内容も非常に似てい

ます。出版社の違う中学校の数学の教科書を 2つ、お

見せしましょう。見ての通り、大きさも同じで、文字

のフォントも同じで、内容も非常に似ています。一方

の教科書は温度から始まり、もう一方の教科書は高さ

から始まりますが、最初の単元が「正の数と負の数」

についてであるのは共通しています。 ただし、実際の

学校の教師が指導案を書く際には、たとえば単元の導

入で温度を扱っている教科書を使っていても、高さを

導入で使うといった判断をすることもありえます。 

テストについて言えば、全国学力・学習状況調査は

国が実施するため全国一律です。教育委員会が独自の

学力調査を実施している場合もあります。しかしなが

ら、個々の学校で行われる単元末テストや中間・期末

テストは、それぞれの学校の教師が作ったり、業者テ

ストを使ったりしています。学校の教師は、パフォー

マンス課題や日々の活動の観察など、テスト以外の評

価方法を用いて成績付けをする場合もあります。 

 

7) では、指導は教科書がもとになっているのですね？ 

 

はい。一部の例外的な学校ではほとんど教科書を使

わないということもありえますが、教師たちが教科指

導をする際には教科書を用いるのが通常です。公立学

校の場合、教育委員会が採択する教科書を決めるので、

同じ教室で学ぶ児童・生徒は同じ教科書をもって学ん

でいます。 

義務教育は教科書も含めて無償ですが、私立学校に

行くには授業料を払わなければなりません。中にはと

ても授業料の高い私立学校もあります。とても払えな

いほどの額です。 

 

8) 私立学校は公立学校よりも高く評価されている

（esteemed）のでしょうか？ 

 

小学校から中学校までは、公立よりも私立の方が良

いと認識される傾向がありますが、高等学校以降は、

より良いとみなされる私立学校もあれば、より劣ると

みなされる私立学校もあります。高等学校は義務教育

ではないので、子供は入学試験を受けないといけませ

ん。公立高校に入学できなかった生徒は、学力水準の

低い私立高校に進学しなければなりません。地域によ

っては、高等学校の階層化がかなり進んでいます。 

なお、日本の高等学校への進学率は 2018 年の調査

によると 98.8％、高校中退率は 1.4％です。義務教育で

はありませんが、大半の生徒たちが高校に行っていま

す。 

 

9) ブラジルでは、高校を改善するために、生徒を惹き

つけ、引き留めるための手段としてデジタル技術を使

うことを推進することが有効であるとされています。

政府は何十年にもわたって、教師を訓練し準備させる

ための活動を展開してきましたが、テクノロジーとカ

リキュラムの統合は未だに主な課題の一つです。日本

の学校制度において、テクノロジーはどのような役割

を担っているのですか？ 

 

日本の学校での ICT活用は、他の先進諸国と比べて

遅れていると思います。最近では、急速に ICT活用推

進の動きが強まっています。 

まず、経済産業省が「『未来の教室』と EdTech研究

会」（2018年 1月～2019年 6月）の議論を踏まえ、実

証事業を公募し、プロジェクトを推進しています。そ

こでは、「学びの STEAM 化（Science, Technology, 

Engineering, Art, and Mathematics）」「学びの自立化・個

別最適化」「新しい学習基盤づくり」が目指されていま

す。 

2019年 12月には、児童・生徒 1人に 1台の端末と、

高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するた

めの経費が盛り込まれた補正予算が閣議決定されまし

た。これに基づき、現在、文部科学省では、GIGA ス

クール構想が推進されています。これは、1 人 1 台端

末と大容量高速ネットワーク［のようなハード面］の

一体的な整備が進むと同時に、デジタルならではのコ

ンテンツや学習活動［といったソフト面の拡充］から

学校に資することが期待されています。このような学

校の取り組みから、文部科学省は日常的に ICTを活用

できる指導体制の構築を目指しています。 

新型コロナウィルス感染拡大の影響で、日本では、

2020年 3月～5月にほぼすべての学校が臨時休校に追

い込まれました。2020年 4月に文部科学省が実施した
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改訂学習指導要領では各学校の創意工夫を活かした特

色ある教育が推奨されるようになりました。ただし、

2007 年には全国学力・学習状況調査が導入され、教育

の成果について国が点検する仕組みはむしろ強化され

ています。これが日本の政策の状況です。 

そうは言っても、日本の教師は、かなり自分たちで

指導案を開発することができていると思います。学習

指導要領に基づいた教科書を使う必要はありますが、

自分たち自身の授業づくりしようとする姿勢は非常に

強いです。教師たちは、自分たちの児童・生徒を教え

るためにどのような教材を使うか、授業の中でどのよ

うな発問をするのかということを考えることでしょう。

また時には、教師同士で議論をし、よりよい考えを得

ることができる研究グループを組織することもあるで

しょう。 

 

4) これらのグループについて詳しく教えてください。

どのように機能しているのでしょうか？ これらのグ

ループには大学の研究者が参加しているのでしょうか、

もしくは、教師の間でのみ行われるのでしょうか？ 

教師には金銭的な支援や昇進などのインセンティブは

あるのでしょうか？ また、西岡先生の考えでは、こ

れらの動きは一定の人々だけが関与しているものでし

ょうか、それとも多くの人々が関与しているものでし

ょうか？ 

 

日本には教員研修を受ける機会が複数あります。教

員研修に参加することは教員の職務の一部でもありま

すが、勤務時間外に自主的に研修や研究会に参加する

教師たちもいます。そういった研修や研究会で教師た

ちは新しい考え方を学んだり、お互いの実践を交流し

たりしています。 

教員研修の中には国レベルで教職員支援機構が実

施するものもあれば、教育委員会や大学が提供するも

のもあります。大半の学校では、何らかの校内研修が

行われていると思います。熱心な学校であれば、教師

たちは共同研究に取り組み、自分たちの考えや授業を

他校の教員にも発信し、他校の教師たちと議論するた

めの研究発表会を開催します。学校が文部科学省や教

育委員会の研究指定校となり、ある程度の予算が付く

場合もあります。教育委員会が実施する研修や校内研

修に、大学の研究者が講師や指導・助言者として招か

れることもあります。 

さらに、自主的に研究会に参加する教師たちが組織

している民間教育研究団体もあります。そういった団

体では、教師と大学研究者が議論をし、独自の雑誌を

刊行したりしています。ただし、近年では教師が多忙

化している影響もあり、民間教育研究団体への参加は

減っています。 

 

5) 2018 年までは、ブラジルの教師には国家教育基本法

（LDB） しかありませんでした。教師は自分の環境

に合うものを取り入れる自由がありました。ブラジル

は非常に広いので、サンパウロで教えることと、北部

の小さな町の一つで教えることと同じようにはいかな

いのです。今ブラジルには、全国共通カリキュラム・

ベース（BNCC）があります。全国共通カリキュラム・

ベースは、他の問題に加えて、文化的な差異を尊重し

ていないという理由で、一部の研究者から批判されて

います。 

 

日本でも同様の課題に直面しています。近年、日本

社会の中での経済的な格差がより拡大しています。多

くの子どもたちが貧困に苦しめられています。子ども

の福祉の問題は、特に新自由主義に基づいた経済政策

の影響で、今の日本の大きな問題の一つです。例えば、

ひとり親の人たちは深刻な貧困に陥っている危険性も

あり、子どもにきちんと栄養を与えようとする NPO

の事業もあります。日本では、他地域よりも深刻な貧

困問題を抱える地域があります。裕福な家庭が多い地

域の子どもたちなら、学校が終わった後、ピアノや水

泳を習ったり、塾に行って勉強したりしています。一

方、貧しい家庭が多い地域の子どもたちは親が働くの

に忙しくて家にいなかったり、高校生なら生活費を稼

ぐためのアルバイトに追われていたりします。貧困地

域で働いている学校の教師たちは大変な苦労をされて

います。 

 

6) だからこそ、自律性についてもっと知りたいのです。

教師は全く同じ教材を教えて、全員に同じテストをし

ないといけないのでしょうか？ 

 

 
 

どの学校も国が認めた教科書を用いることが必要

です。出版社が少なく、教科書の内容も非常に似てい

ます。出版社の違う中学校の数学の教科書を 2つ、お

見せしましょう。見ての通り、大きさも同じで、文字

のフォントも同じで、内容も非常に似ています。一方

の教科書は温度から始まり、もう一方の教科書は高さ

から始まりますが、最初の単元が「正の数と負の数」

についてであるのは共通しています。 ただし、実際の

学校の教師が指導案を書く際には、たとえば単元の導

入で温度を扱っている教科書を使っていても、高さを

導入で使うといった判断をすることもありえます。 

テストについて言えば、全国学力・学習状況調査は

国が実施するため全国一律です。教育委員会が独自の

学力調査を実施している場合もあります。しかしなが

ら、個々の学校で行われる単元末テストや中間・期末

テストは、それぞれの学校の教師が作ったり、業者テ

ストを使ったりしています。学校の教師は、パフォー

マンス課題や日々の活動の観察など、テスト以外の評

価方法を用いて成績付けをする場合もあります。 

 

7) では、指導は教科書がもとになっているのですね？ 

 

はい。一部の例外的な学校ではほとんど教科書を使

わないということもありえますが、教師たちが教科指

導をする際には教科書を用いるのが通常です。公立学

校の場合、教育委員会が採択する教科書を決めるので、

同じ教室で学ぶ児童・生徒は同じ教科書をもって学ん

でいます。 

義務教育は教科書も含めて無償ですが、私立学校に

行くには授業料を払わなければなりません。中にはと

ても授業料の高い私立学校もあります。とても払えな

いほどの額です。 

 

8) 私立学校は公立学校よりも高く評価されている

（esteemed）のでしょうか？ 

 

小学校から中学校までは、公立よりも私立の方が良

いと認識される傾向がありますが、高等学校以降は、

より良いとみなされる私立学校もあれば、より劣ると

みなされる私立学校もあります。高等学校は義務教育

ではないので、子供は入学試験を受けないといけませ

ん。公立高校に入学できなかった生徒は、学力水準の

低い私立高校に進学しなければなりません。地域によ

っては、高等学校の階層化がかなり進んでいます。 

なお、日本の高等学校への進学率は 2018 年の調査

によると 98.8％、高校中退率は 1.4％です。義務教育で

はありませんが、大半の生徒たちが高校に行っていま

す。 

 

9) ブラジルでは、高校を改善するために、生徒を惹き

つけ、引き留めるための手段としてデジタル技術を使

うことを推進することが有効であるとされています。

政府は何十年にもわたって、教師を訓練し準備させる

ための活動を展開してきましたが、テクノロジーとカ

リキュラムの統合は未だに主な課題の一つです。日本

の学校制度において、テクノロジーはどのような役割

を担っているのですか？ 

 

日本の学校での ICT活用は、他の先進諸国と比べて

遅れていると思います。最近では、急速に ICT活用推

進の動きが強まっています。 

まず、経済産業省が「『未来の教室』と EdTech研究

会」（2018年 1月～2019年 6月）の議論を踏まえ、実

証事業を公募し、プロジェクトを推進しています。そ

こでは、「学びの STEAM 化（Science, Technology, 

Engineering, Art, and Mathematics）」「学びの自立化・個

別最適化」「新しい学習基盤づくり」が目指されていま

す。 

2019年 12月には、児童・生徒 1人に 1台の端末と、

高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するた

めの経費が盛り込まれた補正予算が閣議決定されまし

た。これに基づき、現在、文部科学省では、GIGA ス

クール構想が推進されています。これは、1 人 1 台端

末と大容量高速ネットワーク［のようなハード面］の

一体的な整備が進むと同時に、デジタルならではのコ

ンテンツや学習活動［といったソフト面の拡充］から

学校に資することが期待されています。このような学

校の取り組みから、文部科学省は日常的に ICTを活用

できる指導体制の構築を目指しています。 

新型コロナウィルス感染拡大の影響で、日本では、

2020年 3月～5月にほぼすべての学校が臨時休校に追

い込まれました。2020年 4月に文部科学省が実施した
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調査によると、「同時双方向型のオンライン指導を通じ

た家庭学習」を実施した公立学校設置者（つまり教育

委員会）は 5％にとどまっています。GIGA スクール

構想は当初 5カ年計画でしたが、文部科学省はスケジ

ュールを前倒しし、2021年 3月までに 1人 1台端末を

実現しようとしています。しかし、ICT を活用した効

果的な授業を普及するためには、課題が山積していま

す。これまでのところ、熱心に ICT活用に取り組んで

きた教師は一部にとどまっており、普通の教師にとっ

ては、黒板、ノートやプリント、せいぜいプロジェク

ターなどを使った授業が一般的でした。学校の教師自

身が ICT活用のスキルを身に付けることが必要となっ

ていますが、ICTの環境整備や活用を支える ICT支援

員も圧倒的に不足しています。 

コロナ収束の見通しが立たない中、学校において

ICT 活用を推進することは喫緊の課題だと思います。

ただ、この［GIGA スクール構想の］提案は子どもた

ちの教育にとって何か一番良いかということだけを目

的としたものではないことも心に留めておくべきでし

ょう。当初、経済産業省が推進したことからも伺われ

るように、ICT 活用推進の背景には教育界以上に経済

界の意図があります。私自身は、日本の公教育費が ICT

関連の企業に費やされ、教員の雇用が減ってしまう危

惧も感じています。日本の学校の良さの一つは、児童・

生徒が共同体を形成し、互いに学び合う文化をもって

いることです。個別最適化を推進すれば、そういった

良さが失われる懸念もあるように思います。 

 

10) 幼稚園から高等学校まで含めた（K-12 schools）、

日本の学校の課題は何だと思いますか？ 

 

2020年 7月現在では、コロナ感染拡大をどう防ぐか

が大きな課題となっています。学校の教師は、子ども

たちの健康管理に気を配り、自分たちで消毒作業など

も行いつつ休校期間中に遅れてしまった学習を取り戻

そうと奮闘しています。様々な非常事態対応で、教師

たちの疲弊が心配です。 

日本の学校では現在、2017 年・2018 年改訂学習指

導要領の実施が大きな課題となっています。学習指導

要領は移行期間を経て実施されるため、新学習指導要

領の実施は、小学校では 2020 年度から、中学校では

2021年度から、高校では 2022年度からです。 

2003年の PISAで、日本の読解力の成績が OECD参

加国の平均程度であったことが、2004年に明らかにな

りました。それまで国際学力調査で日本の生徒たちの

成績は上位であることが通常だったため、このことは

「PISAショック」として受け止められました。従来の

日本では、知識や技能を習得することが重視されてい

たのに対し、2008年改訂学習指導要領では「習得した

知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思

考力，判断力，表現力」が強調されるようになりまし

た。 

その後、OECDのキー・コンピテンシーの議論や、

21 世紀型スキルに関する国際的な研究からの影響も

あり、2017 年改訂学習指導要領では、「主体的・対話

的で深い学び」を通して、「資質・能力」の育成をめざ

すという方針が打ち出されています。つまり、これま

で以上に、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決

能力等のコンピテンシーの育成が重視されています。

小学校では子どもたちの主体的・対話的な学習が一般

的に見られますが、多くの高校では講義スタイルの授

業が行われているため、今後、特に高校において、授

業スタイルの転換が求められると思います。 

私が学校の教師たちに伝えようとしていることの

一つに、指導のゴール（goals）のイメージを変えるこ

とがあります。学校の教師の仕事は、児童・生徒に「こ

れが答えです、覚えてください」と教えるだけではな

いということを理解してもらいたいと思っています。

むしろ、児童・生徒に深く理解させ、児童・生徒が「本

質的な問い」を持てるようになるという、より豊かな

教育のゴールのイメージを教師に持ってもらえる研修

を提供しようとしています。だからこそ、『理解をもた

らすカリキュラム設計』という本の中で提唱されてい

る発想を教師に用いてもらい、教師自身のパフォーマ

ンス課題を開発してもらおうとしています。これが私

自身の挑戦です。 

 

11) 最後に、現在の日本の教育の最大の課題は何か、

お聞きしたいです。 

 

日本の教育水準は、近年までとても高かったのです

が、私は、それは日本の教師の指導力が高かったから

 
 

だと思っています。急速に少子化が進む中でも学級規

模は大きいままに保たれてきたため、現在、教師たち

の年齢構成がいびつになっています。多くの地域で 50

代後半の教員が多く、40代の教員は少ないです。教師

たちが 60歳の定年で退職していくのに伴い、若い教員

の採用を増やしている地域もありますが、若い教員の

力量は必ずしも高くはなく、熟練した教師の知見を継

承することも容易ではありません。 

加えて、教師という仕事の厳しさが衆目を集めてい

ます。たとえば、労働時間が極めて長い、児童・生徒

の多様なニーズや保護者からの要求に対応するのが大

変だといった厳しさです。教員志望の学生の数も減っ

ており、教育委員会によっては教員採用試験において

質を担保するのに十分な受験生を集めることが困難と

なっています。このことから私は、新しい教師が十分

な力量を身につけていなければ、日本の教育水準は急

速に落ちていってしまうのではないかと感じています。 

さらに、先ほどお話したように、子どもの貧困の問

題もあります。近年の日本では 7人に 1人の子どもが

「相対的貧困」の状態にあると言われています。「相対

的貧困」とは、国民を可処分所得の順に並べ、その真

ん中の人の半分以下しか所得がない状態を指していま

す。こういった子どもたちは食事や医療、学習、進学

などで不利な状況に置かれてしまう傾向があります。

コロナ禍により経済状況が悪化しているために、子ど

もの貧困の問題も深刻化する懸念があります。 

実は、日本は教育費に対する公的支出が極めて小さ

い国でもあります。OECDは、2016年に加盟各国が小

学校から大学に相当する教育機関に対して行った公的

支出の GDP に占める割合を発表していますが、日本

は 2.9％で、比較可能な 35カ国中、最も低かったので

す（平均は 4.0％。最高はノルウェーの 6.3%、米国は

4.1％）。私としては教育や福祉への予算を増やしてほ

しいと思っていますが、日本の国の財政状況は厳しい

のです。近年では均等に予算を配分するより、国の政

策に合ったプロジェクトなどに予算をつける傾向があ

り、このことが学校や大学に対する国家の統制を強化

している側面もあります。 

 
西岡先生、ありがとうございました。 

 
原註 

1 2019年には、日本の中学校は国立 70校、公立 9371

校、私立 781校で構成されている。 

[https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/002b/koumok

u.html]（2020年 8月 13日最終確認）。 
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調査によると、「同時双方向型のオンライン指導を通じ

た家庭学習」を実施した公立学校設置者（つまり教育

委員会）は 5％にとどまっています。GIGA スクール

構想は当初 5カ年計画でしたが、文部科学省はスケジ

ュールを前倒しし、2021年 3月までに 1人 1台端末を

実現しようとしています。しかし、ICT を活用した効

果的な授業を普及するためには、課題が山積していま

す。これまでのところ、熱心に ICT活用に取り組んで

きた教師は一部にとどまっており、普通の教師にとっ

ては、黒板、ノートやプリント、せいぜいプロジェク

ターなどを使った授業が一般的でした。学校の教師自

身が ICT活用のスキルを身に付けることが必要となっ

ていますが、ICTの環境整備や活用を支える ICT支援

員も圧倒的に不足しています。 

コロナ収束の見通しが立たない中、学校において

ICT 活用を推進することは喫緊の課題だと思います。

ただ、この［GIGA スクール構想の］提案は子どもた

ちの教育にとって何か一番良いかということだけを目

的としたものではないことも心に留めておくべきでし

ょう。当初、経済産業省が推進したことからも伺われ

るように、ICT 活用推進の背景には教育界以上に経済

界の意図があります。私自身は、日本の公教育費が ICT

関連の企業に費やされ、教員の雇用が減ってしまう危

惧も感じています。日本の学校の良さの一つは、児童・

生徒が共同体を形成し、互いに学び合う文化をもって

いることです。個別最適化を推進すれば、そういった

良さが失われる懸念もあるように思います。 

 

10) 幼稚園から高等学校まで含めた（K-12 schools）、

日本の学校の課題は何だと思いますか？ 

 

2020年 7月現在では、コロナ感染拡大をどう防ぐか

が大きな課題となっています。学校の教師は、子ども

たちの健康管理に気を配り、自分たちで消毒作業など

も行いつつ休校期間中に遅れてしまった学習を取り戻

そうと奮闘しています。様々な非常事態対応で、教師

たちの疲弊が心配です。 

日本の学校では現在、2017 年・2018 年改訂学習指

導要領の実施が大きな課題となっています。学習指導

要領は移行期間を経て実施されるため、新学習指導要

領の実施は、小学校では 2020 年度から、中学校では

2021年度から、高校では 2022年度からです。 

2003年の PISAで、日本の読解力の成績が OECD参

加国の平均程度であったことが、2004年に明らかにな

りました。それまで国際学力調査で日本の生徒たちの

成績は上位であることが通常だったため、このことは

「PISAショック」として受け止められました。従来の

日本では、知識や技能を習得することが重視されてい

たのに対し、2008年改訂学習指導要領では「習得した

知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思

考力，判断力，表現力」が強調されるようになりまし

た。 

その後、OECDのキー・コンピテンシーの議論や、

21 世紀型スキルに関する国際的な研究からの影響も

あり、2017 年改訂学習指導要領では、「主体的・対話

的で深い学び」を通して、「資質・能力」の育成をめざ

すという方針が打ち出されています。つまり、これま

で以上に、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決

能力等のコンピテンシーの育成が重視されています。

小学校では子どもたちの主体的・対話的な学習が一般

的に見られますが、多くの高校では講義スタイルの授

業が行われているため、今後、特に高校において、授

業スタイルの転換が求められると思います。 

私が学校の教師たちに伝えようとしていることの

一つに、指導のゴール（goals）のイメージを変えるこ

とがあります。学校の教師の仕事は、児童・生徒に「こ

れが答えです、覚えてください」と教えるだけではな

いということを理解してもらいたいと思っています。

むしろ、児童・生徒に深く理解させ、児童・生徒が「本

質的な問い」を持てるようになるという、より豊かな

教育のゴールのイメージを教師に持ってもらえる研修

を提供しようとしています。だからこそ、『理解をもた

らすカリキュラム設計』という本の中で提唱されてい

る発想を教師に用いてもらい、教師自身のパフォーマ

ンス課題を開発してもらおうとしています。これが私

自身の挑戦です。 

 

11) 最後に、現在の日本の教育の最大の課題は何か、

お聞きしたいです。 

 

日本の教育水準は、近年までとても高かったのです

が、私は、それは日本の教師の指導力が高かったから

 
 

だと思っています。急速に少子化が進む中でも学級規

模は大きいままに保たれてきたため、現在、教師たち

の年齢構成がいびつになっています。多くの地域で 50

代後半の教員が多く、40代の教員は少ないです。教師

たちが 60歳の定年で退職していくのに伴い、若い教員

の採用を増やしている地域もありますが、若い教員の

力量は必ずしも高くはなく、熟練した教師の知見を継

承することも容易ではありません。 

加えて、教師という仕事の厳しさが衆目を集めてい

ます。たとえば、労働時間が極めて長い、児童・生徒

の多様なニーズや保護者からの要求に対応するのが大

変だといった厳しさです。教員志望の学生の数も減っ

ており、教育委員会によっては教員採用試験において

質を担保するのに十分な受験生を集めることが困難と

なっています。このことから私は、新しい教師が十分

な力量を身につけていなければ、日本の教育水準は急

速に落ちていってしまうのではないかと感じています。 

さらに、先ほどお話したように、子どもの貧困の問

題もあります。近年の日本では 7人に 1人の子どもが

「相対的貧困」の状態にあると言われています。「相対

的貧困」とは、国民を可処分所得の順に並べ、その真

ん中の人の半分以下しか所得がない状態を指していま

す。こういった子どもたちは食事や医療、学習、進学

などで不利な状況に置かれてしまう傾向があります。

コロナ禍により経済状況が悪化しているために、子ど

もの貧困の問題も深刻化する懸念があります。 

実は、日本は教育費に対する公的支出が極めて小さ

い国でもあります。OECDは、2016年に加盟各国が小

学校から大学に相当する教育機関に対して行った公的

支出の GDP に占める割合を発表していますが、日本

は 2.9％で、比較可能な 35カ国中、最も低かったので

す（平均は 4.0％。最高はノルウェーの 6.3%、米国は

4.1％）。私としては教育や福祉への予算を増やしてほ

しいと思っていますが、日本の国の財政状況は厳しい

のです。近年では均等に予算を配分するより、国の政

策に合ったプロジェクトなどに予算をつける傾向があ

り、このことが学校や大学に対する国家の統制を強化

している側面もあります。 

 
西岡先生、ありがとうございました。 

 
原註 

1 2019年には、日本の中学校は国立 70校、公立 9371

校、私立 781校で構成されている。 

[https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/002b/koumok

u.html]（2020年 8月 13日最終確認）。 
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年 2月 23日最終確認）。 

(2) 全国共通カリキュラム・ベースは、基礎教育にお

ける学習内容を提示する文書である。全国共通カリキ

ュラム・ベースにおいては、各教科の目標や身につけ

るべきスキルに加えて、OECDの DeSeCoが提唱する

21世紀型スキルに基づいて基礎教育の中で身につけ

るべき 10のコンピテンシーが設定されている。 

文部科学省「日本とブラジル間の知的交流の可能性」

https://www.eduport.mext.go.jp/column/2019/12/post.html 

（2021年 2月 23日最終確認）。 

Costin, C. (2020). Curriculum Reform in Brazil to Develop 

Skills for the Twenty-First Century, Audacious Education 

Purposes, pp.47-64. 

 

（修士課程 大学院生、教育・人間科学講座 教授） 
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【海外文献レビュー】 
 

大学初年次のライティング教育において自己表現をどのように位置づけるか 

――Elbow, P. (1973). Writing without Teachers; Elbow, P. (1981). Writing with Power―― 
 

森本 和寿 
 

 

近年、日本国内でもレポート・ライティングの指導

が取り沙汰され、「アカデミック・ライティング」とい

う語が喧伝されている。レポートにおける引用や文章

構成、論証の方法等、アカデミック・ライティングに

おいて蓄積されてきた知が一般化されて普及すること

は学生、教員、ひいては社会にとっても有益なことで

ある。 

一方で、大学のユニバーサル化に伴い、従来の大学

像、学生像のままでは高等教育が立ち行かなくなって

いるのも事実である。アカデミックな文章を書くため

の引用や文章構成、論証の方法等以前の問題として、

そもそもアカデミックなものに限らず、文章を書く能

力に欠けている、文章を書く経験に不足している学生

が増えるなかで、書くことに直面して学生が抱える困

難、教員が抱える困難は、決して遠い世界の話ではな

い。もちろん、これまでも高等教育は研究者育成ばか

りを使命としていたわけではないが、「アカデミックな

文章産出方法を教えれば、高等教育での評価に耐える

文章が生みだされる」という欠如モデル的な認識では、

早晩立ち行かなくなる（あるいは、すでに立ち行かな

くなっている）。 

日本よりも早く高等教育のユニバーサル化が進ん

だ米国では、アカデミック・ライティングの第一歩目

あるいは一側面として自己表現を重視する立場が、「表

現主義（Expressivism）」の名で確立されている。米国

の学部教育は、一部のハイレベルな研究大学を除けば、

学術的訓練の場であるというよりも、一般教養を保障

することを使命とする側面が強い。そういう点では、

日本の後期中等教育と共通性を有するとも言える。そ

のような環境において、学生自身の生活世界や身近な

テーマについて書く経験を確保することを唱えた人物

として、マサチューセッツ大学アマースト校でライテ

ィングを教えてきたピーター・エルボウ（Peter Elbow）

がいる（現在は退職して名誉教授）。書くことにおいて

自己表現をどのように位置づけるかについての彼の教

育理論・実践は、これからの日本の高等教育における

ライティング教育のあり方にとって示唆を与えてくれ

るだろう。ここでは彼の主著である『教師のいないラ

イティング（Writing without Teachers）』と『書くこと

によるエンパワメント（Writing with Power）』1につい

て紹介する。 

 

１．『教師のいないライティング』 
『教師のいないライティング』は、エルボウにとっ

て初の公刊図書である。1973年に初版が、1998年に第

二版が出版されている。一般書として出版された本書

は、読者に語りかけるような柔らかい文体の随筆調で

書かれている。本書の構成は以下のとおりである。 
 

  
本書を貫くキーワードは、「フリーライティング」

と「教師のいないライティング」である。 

 

（1）フリーライティング 
多くのライティングの授業において「母語話者とし

て期待されているほど、書けるようになっている学習

者はほとんどいない」（Elbow, 1968, p. 115）という問題

意識をもったエルボウは、学習者が文章を書く際に手

第 2版への序章 
1 フリーライティングの練習 
2 ライティングのプロセス：成長 
3 ライティングのプロセス：料理 
4 教師のいないライティング・クラス 
5 教師のいないライティング・クラスの思想 
補論 懐疑ゲームと信用ゲーム：知的事業の分析 
補論 自分自身へのメモ 
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